
平成27年度以降の事業スケジュール（案）

H28年度H26年度 H27年度 H29年度

注）国庫補助事業については平成２７年度予算の成立を前提として、現時点で予定しているものであり、今後、内容等に変更があり得る。

地域公共

交通調査

事業

地域公共交通網形成計画

地域公共交通

再編実施計画

法制上の特例措置

（許認可手続き等の緩和）

○交通事業者と市（公共交通会議）が検討・協議の上、

運行路線・ダイヤ（乗継調整）・運賃などについてより詳

細な再編計画を策定するための調査事業。

地域公共交通確保維

持改善計画

◆地域公共交通体系の再編

案

◆地域公共交通確保維持改

善計画（案）
※旧生活交通ネットワーク計画

6月
10月

関係する交通事業

者の同意、国土交

通大臣の認定が

必要 10月
6月

（＊）地域公共交通確保維持改善計画

（旧生活交通ネットワーク計画）
地域公共交通確保維持改善事業（国庫補

助）を実施するための計画で、運行事業の目

的・必要性、目標・効果及び補助対象系統に

おける３ヶ年の収支予測と補助対象経費等に

ついて記載する。

（＊）モビリティ・マネジメント（MM）
１人１人のモビリティ（移動）が、社会的に

も個人的にも望ましい方向（過度な自動車利

用から公共交通等を適切に利用する等）に変

化することを促す、コミュニケーションを中

心とした交通政策。

公共交通体

系再編

【一部先行】

公共交通

体系再編

【全域】

■地域公共交通確保維持改善事業

【地域内フィーダー系統確保維持関係）】（補助率：1/2、上限あり）

再編により新規に運行を開始する地域内フィーダー系統（幹線系統に接続する地域

内運行系統）の運行費補助

地域公共交通確保

維持改善計画（＊）

3/31までに関係大

臣へ送付

■地域公共交通調査事業

（計画推進事業） 補助率：1/2 【計画策定から最大２年間】

※H27.3.31までに網形成計画を主務大臣へ送付しておくことが条件

公共交通マップ作成、MM（＊）、車両ラッピング、企画切符発行、協議会運営、事業効果検証など

■地域公共交通再編推進事業

（再編計画推進事業）

補助率：1/2 【最大５年間】※計画期間内

公共交通マップ作成、MM、車両ラッピン

グ、企画切符発行、協議会運営、事業効

果検証など

■地域公共交通確保維持改善事業

【地域内フィーダー系統確保維持関係】

＜重点支援あり＞

※補助要件緩和（新規性要件のみな

し適用など）、デマンド車両・予約シ

ステム導入補助など

■地域公共交通再編推進事業
（再編計画策定事業）

※旧地域公共交通再編調査事業

補助率：定額

（上限2,000万円）

資料５


